
【応募期間】2 0 1 1 年7 月1 日(金) - 7 月3 1 日( 日)

< ろうきん > で は ､ 自動振替機能を利用した｢ N P O 寄付システム｣ や､ 定期預金の利恵の一部が寄付される ｢ N P O

サポーターズ｣ に加えて､ < ろうきん> の 拠出金を財源とした ｢ろうきん地域貢献ファ ン ド｣ を創設 し､ 助成制度を設け

ています｡ 当フ ァンドでは ､ ろうきん の理念に基づき､ はたらく人や シニ アが､ そ れぞれの経験を活か して参加できる

活動 ､ 自らの地域をよりよくするために ､ さ まざまな人がボランテ ィアとして参力□できる活動 ､ 地域のさまざまな 団体

が連携 し､ 参加できる活動を重視しています｡ 宮城県内で地域の課題解決のため に一生懸命頑張っ ているボラン テ ィ

アグルーーープやN P O か らの応募をお待ちしております｡

な お ､ ろうきん地域貢献ファ ンドは ､ 特定非営利活動法人せんだい ･ み や ぎN P O セ ン ターで 運営するみんみんフ ァ

ン ドと連携して実施しています｡

生活応捷バンク

ううきん
東北労働金庫宮城県本部

〒98 0 - 8 6 6 1

仙台市有葉区北 目町1 - 1 5

T E L 0 2 2 - 2 2 7 - 1 6 6 3

F A X O 2 2 1 2 2 7 1 1 7 0 5



みやぎN P O 情報ライブラリ ー とは?

N P O や市民活動Eil体が､ 多く の人々 に認知され ､ 地域社会との連携を深めて い くた

め には ､ 自分た ちの活動の情報を積極的に公開して い く こ とが大切で す ｡ そ のた め ､ せ

んだい ･ みやぎN P O セ ン タ ー で は ､ N P O ･ 市民活動団体の皆さんから活動に関する情

報をお預かりして ､ 地域の市民 ･ 企業など社会 一 般に広く公開 ･ 発信する支援事業｢ み

やぎN P O 情報ライブラリ ー

｣ を運 営して い ます ｡ ｢ み やぎN P O 情報ラ イブラ リ
ー

｣ に登

録 い ただいた情幸馴ま､ 団体ごとにフ ァ イリ ングされ ､ せんだい ･ み やぎN P O セ ン タ ー

内で公開されるほか ､ 団体の基本情幸馴ま｢みやぎの公益活動ポー タル サイ トみんみん｣

におい て ､ 広く 一 般 に公開されます ｡

｢ ろ う きん地域貢献 フ ァ ン ド｣ は ､ せん だい ･ み やぎN P O セ ン タ ー が運営する｢ サ

ポ ー

ト資源提供シ ス テム｣ の 資金部門｢地域貢献サポ
ー

トフ ァ ン ドみんみん｣ の仕組み

を活用して資金提供を行 っ て い ます ｡ ｢ ろう きん地域貢献フ ァ ン ド｣ に申請する場合 ､

各団体は｢ みやぎN P O 情報 ラ イブラ リ ー ｣ に登録し ､ 継続 し
-

El
t

i 報の 公開 に努めると

い う条件がつ い て い ます ｡ したが っ て ご応募い ただく際には ､ ラ イ ブラ リー 登録書類

も7 月3 1 [] ( 日) まで に送 っ て ください ますようお願 い いた します ｡

なお ､ ｢ みやぎN P O 情報ラ イブラ リ
ー 登録申請書｣ ｢ N P O 情報ラ イブラ リー 情報提供

フ ォ
ー

ム｣ は ､ 下記 のU RL からダウ ン ロ
ー ドでき ます ｡

h.tt p :// w w w . m i n m i n . o r g / n p o _

lib r a r y
< み やぎ N P O 情報ライブラリ ー ヘ の登録l こつ いて >

以下の書類を添付して 事務局 ま で ご送付下さい ｡ ( * 必須書類)

1 . み やぎ N P O 情報 ライ ブラリ
ー 登録 申請書 *

2 . N P O 情報 ライ ブラリ ー 情報提供 フ ォ ー ム *

3 . 団体の 定款 ･ 規約 など運営方法 を記 した 書類 *

4 . 団体の 役員 ､ 運営委員 ､ 世話人 など ､ 直接運営を担うメ ン バ ー の名簿 *

5 . 前 々 年度の 事業報告書 ･ 決算書 ( 収支計算書 ､ 貸借対照表 ､ 財産 目録) *

6 . 前年度 の 事業報告書 ･ 決算書 (収支計算書､ 貸借対照表 ､ 財 産目録) *

7 . 当年度事業計画書 ･ 収支予算書 *

8 . 会報 ･ ニ ュ
ー ズ レ タ

ー

9 . 団体パ ン フ レ ッ ト

1 0 . イ ベ ン トな どの P R チ ラ シな ど

※N P O 法人 で､ 事業報告書 ･ 決算書につ い て ､ 所轄庁に提 出 してい る書類と総会にかけてい る書類とが異なる場合 (所轄庁

に提出してい る書類が､ 所轄庁が提供して い る見本に沿っ て い るも の の場合) ､ 総会にか けてい る書類の 方をご提出く ださ

い
｡

※すで に登録 して い る 団体は , ライブ ラ リ
ー

の 登録情報が最新 の 状態 に な るよ う更新 をお願 い い た し ますo




